
第４回　幹事会　議事録

２０２２年７月１９日

幹事長　　飯　島　奈　絵
１．日　　時		２０２２年７月１９日（火）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　　所		堂島法律事務所会議室及びＺｏｏｍミーティング
１．出席幹事　＜五十音順・敬称略＞
【Ｚｏｏｍミーティングによる出席】
　荒木　晋之介　飯島　奈絵　　岩本　　朗　　奥村　昌裕　　尾崎　一浩　　
木内　道祥　　黒田　　愛　　島尾　恵理　　高江　俊名　　田島　義久　　
田積　祥子　　谷　　英樹　　富井　和哉　　中島　宏治　　西田　　敦　　
西原　和彦　　吹矢　洋一　　堀　　智弘　　堀川　智子　　松井　淑子　　
峯田　和子　　森野　俊彦　　安原　邦博　　渡部　真樹子　
（オブザーバー：広瀬　元太郎，小野　宙（議事録作成））

幹事総数　　　　　　　　　８７名
出席幹事の数　　　　　　　２４名
委任状による出席幹事の数　２９名
合計　　　　　　　　　　　４９名

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長飯島奈絵は本幹事会の議長として副幹事長田積祥子を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１　　定時総会（９月総会）開催の件【決議】
　９月２６日（月）午後６時～＠大阪弁護士会館２０１・２０２号室
　（総会終了後，懇親会＠２０３・２０４号室）
幹事長：
前年度３月総会終了後，懇親会が開催できず，名残惜しそうな会員が多数おられた。
次回，９月総会では，状況が許すのであれば，是非懇親会を開催したい。

以上の説明を踏まえて，９月総会を上記のとおり開催することについて，別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。

２　　２０２２年度予算承認の件【決議】
　渡部副幹事長（会計担当）：
　　資料１のとおり，上程させていただく。
　　前年度比でいうと，４９０万円の増額となっている。
　　この点については，コロナ禍の影響に由来するところが大きい。前年度まで開催できなかったリアル企画が，今年は多数予定されている。例えば，新人歓迎旅行，新人歓迎会についてみると，例年１期分のところ，今年は７３期，７４期分も加えた３期分の予算編成となっている。
　　その他の予算項目（若手会員活動活性化費，委員会活動活性化費）については，後ほど幹事長からご説明をいただく。
　他方で，予算増額要望ばかりではなく，過年度の活動実績を見ながら，必要性が薄れていると考えられる予算については，減額している。
例：若手会では以前，新人担任制補助金を予算確保していたが，後に述べるとおり，制度としてあまり活用できていなかった。そのため，この点についてはカットして，若手に向けて幅広くサポートしたり会議を活性化したいという観点から，活性化費を付けた。
このような調整のもと，執行部としては例年とそれほど大きく変わらない予算を編成したものと認識している。

幹事長：
　　資料２・ガイドライン（案）について，説明させていただく。
項目１・弁護士会等行事参加促進費，（１）会議出席のための交通費及び宿泊費，（２）大阪弁護士会の行事参加のための会費については，従前支出されていた予算項目について，その趣旨を明文化したものである。
日弁連，大弁等の総会，祝賀会といった行事について，春秋会から動員要請があり参加することとなった会員について，上記各種費用まで自費負担とすることは妥当でない。そのような見地から従前，支出されていた予算項目について，明文としたものである。

　項目２・若手会員活動活性化費，同３・委員会活動運営補助費・活性化費については，執行部からの提案である。
　項目２の①：新人歓迎旅行について，新規登録した会員の参加費全額を会が負担することについては，上記項目１と同じく，従前の運用をこの中に位置づけたもの。
　②：新人歓迎旅行について，登録５年未満は３万円を上限に補助することについて。新人歓迎旅行については，１０万円前後の費用が負担となり，参加を見合わせた若手も多数おられると聞いている。旅行は，上下・同期が多数参加して親睦を深めることができるまたとない良い機会なので，できる限り参加していただきたい。そのための補助を会として設けようというもの。
　③：若手会開催以外の親睦行事，懇親会（春秋会行事）について，登録１０年未満は上限３０００円の補助を出すことについて。従来，その行事に参加した者の中で，上の期が若手の会費を出す（傾斜）ことで対応してきた。しかし，上の期が何名参加するのか，事前に正確に把握することができないので，当日現場で傾斜を設けて適切に負担し合うことが常にできるという保障はない。また，そもそも，そのような支出について，上の期の会員だけが負担することが本当に適切なのかどうか，会全体で負担すべきである。

　項目３の①：委員会の企画において司会を務めた委員は，飲食も十分できないことがある。このような委員に対してまで，参加費用を負担させることは適切ではない。従来，このような委員の会費に対しては，その行事に参加した者の中で傾斜を設けて対応してきたが，こちらについても会として，負担すべきものと考える。
　項目３の②：この項目が，今回の眼目である。月次委員会後の食事会，月次委員会はお昼に開催し，別日に開催される委員会の懇親会において，若手委員に会費を負担させないよう，従来は上の期が支払っていた。このような支出についても，会で負担しようという発想である。委員会活動に，若手が数多く参加してもらい，活動を今後も盛り上げていってもらうのが肝要であり，委員会後の懇親会等は，その重要な動機になるはずである。ところが，その会費を限られた上の期の人物だけで負担し続けるという構造は限界があり，会全体として考えるべきである。
　　実際，数年前の親睦委員会の結束は非常に固かった。それは，委員会後に毎回，食事会を開催して，上の期が多額を負担し，若手に支払いをさせなかったことも大きかったと聞き及んでいる。しかし，そのような運用を今後も続けることを，会から上の期の会員に対してお願いする筋合いのことではない。予算制度として設けておきたい。

　　項目３の③：各委員会の実働委員の中には，委員会活動として実働していながら，委員会後の懇親会等には業務上，家庭上その他の諸事情で参加することができない委員も存在している。そのような委員に対しても，会から何かしらの形で慰労をしたい。年１回５０００円の範囲で謝礼品をお送りするに際して，会として補助したい。

　このあたりの制定趣旨については，８～９頁「本ガイドライン制定の理由」各記載のとおりである。
また，これらの新たな予算費目を設ける裏付けとして，資料３・過年度の予算執行状況についてもご覧いただきたい。
毎年，予算要望の段階は余裕を持って成立しているが，実際の予算執行は９００万円程度となっており，本年度もコロナによる特別事情を入れずに，コロナ以前と同等に見積もった場合，当年度の収支差額として３００万円程度となると考えられる。
広報委員会による会報電子化実現等の尽力によって生じた余剰を若手の会派活動促進を図り，春秋会をもりあげるために使わせていただきたい。

Ｔ幹事：
　項目１の（１）会議出席のための交通費・宿泊費として，日弁連代議員会の交通費も支出する，とあるが，この点については大阪弁護士会から支弁されていた。
　この関係はどうなるのか。
　
幹事長：
　　ガイドラインの制定理由として，日弁連，大阪弁護士会で精算されないものを対象としている。

Ｈ幹事：
　広報委員会では月次の委員会後，毎回懇親会を開催している。
　仮に本日，予算承認が得られた場合，いつの懇親会分から（つまり４月～６月分についても），本件補助が適用になるのか。
　また，次年度の予算承認決議はおそらく，次年度の６月・７月と予想される。次年度の取扱いについてはどうか（次年度に委ねるということかも知れないが），現状の想定だけでも伺いたい。

幹事長：
　予算承認が得られた場合，適用は４月以降に開催されたものから含めて良いと考えている。広報委員会を始め，他の各委員会でも企画・懇親会も開催されており，今年度４月以降に開催されたものをすべて含めて良い。
　また，次年度以降の取扱いについては，まず本年度の取扱いについて，次年度以降に検証していただくことになると考えている。本制度は新制度であるため，様々な試行錯誤を要する。
たとえば，若手会の担任制補助金制度は，ここ数年執行がなかったので，廃止した。これは，新入会員に対して，先輩弁護士が担任として就任し，食事会に連れ出す際の予算を補助するというものであった。しかし，ここ数年来は担任制がそもそも機能していなかった。コロナもあったが，新人側のニーズに合っていなかったり，担任に任命された先輩弁護士の側のスケジュール負担が重い，といった事情もあったものと思われる。本年度はこの予算を廃止して，新設の予算項目に割いた形である。

Ｉ幹事：
　　意見として，本幹事会できちんと決議するのであれば，新たな制度の効力を単年度に限る必要はないのではないか。次年度以降も，これを取りやめるという判断を行わない限り，維持しても良いと考える。
　質問として，各委員会のほかに負担が大きい活動として，正副幹事長の負担というものもある。正副会議の後，適宜懇親会を開催することもあると思われる。今回の予算項目の中にはそのような正副後の懇親会については規定がないが，これは「お手盛り」とならないようにするためにあえて除外する趣旨なのかも知れない。少なくとも，この点について何らかの議論は行われたか。
　
幹事長：
　　正副後の懇親会，といった視点については，議論していなかった。
　実際，本予算の編成のため，今月だけでも午前９時からの会議を３，４回にわたって開催し，予算編成・ガイドライン案の検討を行うという実働は発生している。
　そのため，正副幹事長会議に関連する懇親会等も含めて良いとお考えいただけるのならば，そのようにお願いさせていただきたい。

議長：
　本日，資料として上程させていただいた予算案には，上記正副に関連する懇親会に関する予算（額）が計上されていないので，本日の幹事会では，資料どおりの内容で決議したい。

Ｍ幹事：
　新制度の趣旨について，賛成である。
　質問として，他会派でも，同じような取り組みをしているのか。
また，この制度は，新入会員が少なくなっていることに対する対策も兼ねているのか。

幹事長：
　本制度立案段階で，他会派の各幹事長にも事情を伺ったところ，他会派では，渡し切り会計の形で，若手同士の懇親会に予算を充てているところがあることが判明した。
これに対して，春秋会では，不明朗な部分が残る渡し切りではなく，明朗会計を期すため，支出の趣旨，基準を明示すべきであるという観点から，本ガイドラインを策定した次第である。ここまで明確に規定を設け，制度化している会派は，他にはない。

　また，新入会員向けの対策という見地も合わせ有している。ある若手会員から執行部へ年会費を払い会派に所属する意味を問う声が寄せられた。春秋会としては，若手会員に会派活動・イベントにより積極的に参加してほしい，これによって春秋会を盛り上げていっていただきたいという思いである。しかし，それを下支えする懇親会等において，上の期の会員（一部の会員）に負担が集中している現状の構造には限界があるので，本制度を創設した。

Ｎ幹事：
　先ほどの正副幹事長会議後の懇親会等に関する補助について，本日，この点も含めて決議を取ることで良いのではないか。

議長：
　本日の配付資料の予算案には，上記の件に関する予算額等は記載されていない。
そのため，事前に提出された委任状をもって決議して良い範囲を超えるかも知れない。
　
Ｈ幹事：
　本日の幹事会での成立は，難しいと思われる。
　もっとも，次年度の検討課題とまでせず，次月以降，年度内補正予算を編成することも考えられる。

幹事長：
　検討する。

【決議】
以上の説明を踏まえて，２０２２年度予算を承認することについて，別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。

３　　次年度大弁副会長推薦立候補届出と候補者の意見を聞く会開催の件
　選考委員長：
　高江俊名会員が，次年度副会長の推薦候補者として立候補してくださっている。
　７／２２（金）正午から，大弁９２０号室＋Ｚｏｏｍのハイブリッドで，同会員の意見を聞く会（兼　第２回選考委員会）を開催する。選考委員のみならず，春秋会員全体にもご案内させていただいている。
　その関係で，当日Ｚｏｏｍからの参加を予定されておられる会員各位におかれては，出席者情報の事前確認のため，登録をお願いさせていただきたい。
また，唯一の懸念として，定足数を充足する必要がある。現状，委任状，出席予定者を合わせても定足数に満たない状況である。Ｚｏｏｍ参加予定者も，会場出席予定者も，コロナ感染者数が増加する中，会当日は何が起こるか分からないため，必ず委任状を提出いただくことにご協力いただきたい。

４　　各種委員会からの活動報告／選考，政策，広報，研修，親睦，若手会 
（１）政策委員会（担当副幹事長：松井淑子，委員長：中島宏治）
①政策シンポ
　１０／７（金）１８：３０～＠１２０５号室＋Ｚｏｏｍ（ハイブリッド）
　テーマは「人権と業務」－「ひまわり」の活動にスポットを当てる。アウトリーチ事業の先駆けであり，「人権」の話にもつながっていく。
　「ひまわり」のメンバーからパネリストを募る予定であり，８月には決定予定。

②第２弾企画：弁護団活動について
　１月開催を予定。会報春号発刊には間に合わせたい。

（２）広報委員会（担当副幹事長：西原和彦，委員長：堀川智子）
　・ニュースレター７月号発行。
　・ＨＰの随時更新：副委員長の広瀬元太郎会員が担当。
　・委員会：
今月の報告書では，出席委員も明記している（予算申請の関係）。
議題は，
①８月・９月のニュースレター発行準備
②下半期のＮＬ担当者決め
③ガイドラインについての意見照会
アウトラインは執行部に一任するが，委員会活動補助費はいつから適用なのか，委員会内で質問が出た。
④会報秋号発刊準備
９月総会までに刊行できるよう準備中。
原稿は，広報委員会特集記事のほか，新人の自己紹介・他己紹介記事の執筆をお願いしている。期限は相当前に到来しているが，提出未了の方が若干おられる。
周年原稿については，提出状況が非常に良くない（特に１０年を迎える会員）。このままでは，半数以上の方が掲載落ちとなってしまう。
いずれの原稿についても，速やかなる提出を重ねて強くお願いしたい。９月総会までに発行というと，まだまだ先だと感じられるかも知れないだが，校正等の編集作業を考えると，ギリギリのスケジュールで依頼している。

（３）研修委員会（担当副幹事長：田積祥子）
・明日，委員会を開催予定。
・第２回企画　７／２２（金）に「しくじり先生」企画を開催予定。　
・第３回企画　岡口判事を招聘する企画の開催日程が決まった。１１／７（月）午後６時～　ハイブリッド。
弾劾裁判を受けている岡口判事を応援する意味合いも込めて，できるだけ多くの会員にリアルで参加していただき，エールを送りたい。中村真先生もお越しいただき，対談形式とする。皆様の業務に直結する，貴重な機会となること請け合いである。
・第４回企画　着こなし研修については，時期を前倒しして１０月頃の開催を予定している。
・第５回企画として，「プリズンサークル」自主上映を検討している。室内での映画上映ということで，コロナとの兼ね合いを考慮する必要があり，時期・方法について検討中。

（４）親睦委員会（担当副幹事長：西田敦）
　・７／１３　親睦委員会内で懇親会を開催。
　・８／２７（土）午後２時～　オリックス京セラドーム観戦。「ビスタルーム」という特別席で，飲食しながら楽しく観戦できる。現在，８名ほど空きがある。
　・１０／２８（金），２９（土）新人歓迎旅行＠金沢。こちらは，７３期・７４期を対象として開催。

（５）若手会（担当副幹事長：富井和哉，代表世話役：堀智弘）
　・７／８（金）　追い出し・新人歓迎コンパを開催。大盛況であった。
　・７／２０（水）　若手会員向け破産研修を開催予定。講師は浦寛幸会員で，ハイブリッド方式。
・８／５（金）　ビアパーティ企画予定。
　
５　　大弁会務・日弁連理事会報告（大阪弁護士会副会長：黒田愛）
（１）大阪弁護士会
①　会長声明３本
・最低賃金の大幅引き上げ
・大崎事件決定に対する抗議：再審法については，今年の日弁の議題に挙がっている。だが，実務では厳しい決定であったため発出。
・生活保護基準引き下げの見直しを求める声明：引き下げを違法とする司法判断が複数出ており，東京地裁でも出たことを受けて。
②イベント
6 月25 日 ～子どもの声を受け止める社会へ～川西市の人権オンブズパーソン経験者
に聞く
6 月28 日 女性・LGBTs の権利臨時無料相談
7 月16 日 欠陥住宅・マンションの瑕疵110 番を実施

（２）日弁連
①重要な法改正
勉強会（ウェビナー）が予定されている。全国の会員に対し，１０００人が上限とされており，早期に申込を。）
・家族法制：離婚後の親権・監護権のあり方について，大きな見直しもあり得る。
　勉強会として，７／２８（木）午後５時～。
・各種手続ＩＴ化：勉強会として，８／１０（水）午後４時～

②理事会（７／１４，７／１５）
福田健次会長より，別途ご報告があるかも知れないが，個人的に重要だと思われるものは，以下のとおり。
・早期開示命令制度新設の立法案（承認）
　民訴法改正の提案である。証人尋問までに，このような証拠があったら提出してほしいと申し出る。開示がなければ，裁判所へ開示命令を申し立てることができる。相手方が裁判所の命令に応じない場合，過料の制裁が科されることがある。
　　この点について，開示したくない側の事情も考慮すべきである等の観点から議論されてきたが，最終的には承認された。文書提出命令の例外事由については，本制度でも同様に除外される等。

・自然人自己破産手続における公告制度の見直しを求める意見（継続）
　自己破産した場合，破産手続開始決定，債権者集会，免責といった各種手続案内が官報に掲載される。ネット上では，官報は３０日間，無料で開示されている。
　ところが，この情報を悪用して，「破産者マップ」なるサイトを作る者が現れた。同サイトでは，破産者が，日本地図上にピンで表示されており，ピンをクリックすると，名前・住所が記載されている。そして，削除希望者については，クリックで誘導されると，削除手数料として６万円～１２万円程度を要求される。
　このようなサイトは問題であり，官報公告をやめるべきである，という意見が出てきた。
　これに対して，公告手続は破産という制度の根幹にも関わっているものであるため，軽々に廃止すべきではないという意見も出され，継続審議となっている。

・死刑廃止に伴う代替刑の制度設計（継続）
　日弁連は死刑廃止の立場を取っているが，その代替刑について提案すべきであるという意見が出ており，審議中である。議論が尽きない状況である。
　具体的には，無期刑に加えて，「終身刑」制度を創設する。そして，終身刑は，一定要件を満たせば，無期刑に変更できる，という案である。死刑に相当する罪を犯した者が服役中，その一生を監獄で過ごすことは人道にもとる面があるので，簡単なことではないが，終身刑を無期刑に変換するという制度が必要ではないかという考え方である。
　反対論も多く，継続審議中である。

６　　各種行事の案内

　　　　以　　上

